
提

出

者

川

田

悦

子

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

六

号

不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
不
履
行
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
不
履
行
の
違
法
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
を
使
用
者
が
履
行
し
な
い
場
合
に
使
用
者
に
対
す
る
直
接
の
罰
則
規
定
は
存
在
し
な
い
。
従
っ

て
、
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
に
つ
い
て
は
、
地
方
労
働
委
員
会
の
命
令
の
場
合
は
使
用
者
は
中
央
労
働
委
員
会
に
再
審
査
の

申
立
を
し
、
又
は
地
方
労
働
委
員
会
・
中
央
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
の
取
消
し
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
、
当
該
命
令
が
確
定

し
な
い
間
は
、
裁
判
所
が
い
わ
ゆ
る
緊
急
命
令
を
発
し
た
場
合
を
除
き
、
使
用
者
は
刑
罰
又
は
行
政
罰
に
よ
り
、
当
該
救
済
命

令
の
履
行
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
労
働
委
員
会
命
令
は
行
政
処
分
と
し
て
い
わ
ゆ
る
公
定
力
を
有
す
る
。
そ
の
効
力
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
現

行
法
令
の
明
文
規
定
及
び
裁
判
例
も
あ
る
。

�

労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
は
、
そ
の
命
令
書
の
「
交
付
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
」
（
労
働
組
合
法
二
七
条
四
項
）

�

使
用
者
は
、
「
遅
滞
な
く
そ
の
命
令
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
労
働
委
員
会
規
則
四
五
条
一
項
）

�

中
央
労
働
委
員
会
へ
の
再
審
査
の
「
申
立
は
、
当
該
命
令
の
効
力
を
停
止
せ
ず
、
そ
の
命
令
は
、
中
央
労
働
委
員
会
が
第

二
五
条
の
規
定
に
よ
り
再
審
査
の
結
果
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
」
（
労
働

組
合
法
二
七
条
五
項
）

一



�

裁
判
所
へ
の
「
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
の
提
起
は
、
処
分
の
効
力
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
を
妨
げ
な
い
」
（
行

政
事
件
訴
訟
法
二
五
条
一
項
）

�

東
京
地
裁
昭
和
四
四
年
九
月
二
六
日
判
決
（
行
政
事
件
裁
判
例
集
二
〇
巻
八
・
九
号
一
一
四
一
頁
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
行
政
処
分
は
そ
の
適
法
性
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
て
も
、
権
限
あ
る
行
政
庁
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
、
あ
る
い
は
固
有

の
司
法
作
用
に
よ
る
確
定
的
法
律
判
断
に
よ
っ
て
そ
の
違
法
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
一
応
適
法
な
も
の
と
し

て
取
扱
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
公
定
力
を
有
」
す
る
。
（
一
一
五
九
頁
）

同
事
件
に
お
け
る
被
告
国
の
答
弁
で
も
、
「
行
政
処
分
は
適
法
、
違
法
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
て
も
、
司
法
審
査
に
よ
っ

て
終
局
的
に
違
法
と
確
定
さ
れ
て
効
力
を
失
う
ま
で
は
一
応
適
法
な
も
の
と
扱
わ
れ
、
自
力
執
行
力
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
認
め
て
い
る
。
（
一
一
五
二
頁
）

従
っ
て
、
た
と
え
地
方
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
に
対
し
中
央
労
働
委
員
会
へ
の
再
審
査
申
立
、
あ
る
い
は
取
消
請
求
の
行

政
訴
訟
中
で
あ
っ
て
も
、
再
審
査
の
結
果
、
地
方
労
働
委
員
会
の
命
令
が
取
り
消
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
地
方
労
働
委
員
会
や

中
央
労
働
委
員
会
の
命
令
を
取
り
消
す
判
決
が
終
局
的
に
確
定
す
る
ま
で
は
、
救
済
命
令
は
一
応
適
法
な
も
の
と
し
て
有
効
で

二



あ
り
、
使
用
者
は
救
済
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

使
用
者
の
救
済
命
令
不
履
行
は
違
法
で
あ
る
（
命
令
に
従
い
つ
つ
、
取
消
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
質
問
主
意
書
と
同
旨
の
質
問
に
対
し
て
、
政
府
は
、
平
成
十
二
年
九
月

十
二
日
に
お
い
て
、
「
い
わ
ゆ
る
緊
急
命
令
を
発
し
た
場
合
を
除
き
、
使
用
者
は
刑
罰
又
は
行
政
罰
に
よ
り
当
該
救
済
命
令

の
履
行
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
答
弁
す
る
の
み
で
、
救
済
命
令
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
答
弁
を
し
て
い
な
い
の

で
、
明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

二

現
在
、
例
え
ば
Ｊ
Ｒ
各
社
は
、
中
央
労
働
委
員
会
へ
の
再
審
査
申
立
、
あ
る
い
は
命
令
取
消
請
求
の
行
政
訴
訟
の
継
続
中

だ
か
ら
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
数
多
く
の
労
働
委
員
会
の
命
令
不
履
行
を
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
有
効
な
行
政
処
分
違

反
と
い
う
違
法
行
為
に
対
し
て
、
行
政
は
強
制
手
段
は
取
れ
な
い
が
、
監
督
官
庁
と
し
て
、
行
政
指
導
等
の
方
法
に
よ
り
そ

の
是
正
を
図
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

三


